
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
六
六
号

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
個
人
情
報
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
受
領

答

弁

第

一

六

六

号



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
個
人
情
報
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
個
人
情
報
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
意
味
す
る
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
行
政
機
関

の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
お
い
て
は
、
「
生
存

す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
り
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
」
と
定
義
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
個
人
情
報
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
意
味
す
る
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
答
弁
を
差
し
控
え
る

理
由
と
し
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
被
処
分
者
の
氏
名
を

特
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
情
報
で
あ
る
こ
と
又
は
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
答
弁
を
差
し
控
え
た
例
と
し

て
、
衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
在
上
海
総
領
事
館
員
自
殺
事
件
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
一
月

三
十
一
日
内
閣
衆
質
一
六
四
第
三
号
）
六
に
つ
い
て
、
衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
在
上
海
総
領
事
館
員
自
殺
事
件
に
関

一



す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
二
月
十
四
日
内
閣
衆
質
一
六
四
第
四
八
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
、
衆
議
院

議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
在
外
職
員
の
飲
酒
対
人
交
通
事
故
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
二
月

二
十
四
日
内
閣
衆
質
一
六
四
第
七
四
号
）
二
に
つ
い
て
、
五
に
つ
い
て
及
び
七
に
つ
い
て
か
ら
十
に
つ
い
て
ま
で
並
び
に
衆

議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
顧
問
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日
内
閣
衆

質
一
六
四
第
一
四
〇
号
）
一
に
つ
い
て
の
計
四
件
が
あ
る
。

二


